
 

 

電子的診療情報連携体制整備加算 
に関する掲示 

 
 
当院では、医療ＤＸを推進し、質の高い医療を提供するために、以下の 

とおり電子的診療情報連携体制整備加算３に係る施設基準を満たす  

体制を整備しています。 
 
 ●オンライン請求を行っています。 
 ●算定した診療報酬の区分・項目の名称およびその点数または金額を

記載した詳細な明細書を、患者さんに無料で交付しています。 
 ●電子資格確認（オンライン資格確認）を行う体制を整備しています。 
 ●オンライン資格確認等により取得した診療情報・薬剤情報・特定健診

情報その他必要な情報を活用して診療を行っています。 
 ●マイナ保険証の利用促進に関するポスター掲示や声掛けを実施して

います。 
 

 これらの医療ＤＸに関する取り組みを進めることで、患者様の健康管理

に関わる相談に適切に応じ、十分な情報を取得・活用して質の高い診療

を行います。 
 
令和８年６月より、医療情報取得加算から電子的診療情報連携体制整備加算へ 
名称が変わります。 
ご不明な点は、受付にてお問い合わせください。 

 

令和８年６月 
社会医療法人福西会 福西会南病院




